
                                               

      

      

         

     

          

                   

                   

    

                           
                 

                                      

  
       

       
   

  

    

                                 
  

                                          

      

  
   

 
 

 

                                      



「グループ通算制度の承認の申請書」 

「e-Tax による申告の特例に係る届出書」の記載要領(1) 
【令和８年３月 31 日以前使用分】 

                                          

  この申請書及び届出書（以下「申請書等」といいます。）（初葉及び次葉）は、法人税法第 64 条の９第２項の

規定によりグループ通算制度の承認の申請を行う場合に使用してください。 

         

１ 提出期限等  

(1) 原則(法 64 の９②） 

この申請書等は、グループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の３月前の日までに、

通算親法人となる法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に３通提出してください。 

なお、当該通算親法人となる法人は申請書等(初葉)を、当該申請書等を提出する日における通算子法人と

なる法人は申請書等(次葉)を使用して、これらの法人の全ての連名で提出してください。 

（注） 下記の設立事業年度等の承認申請特例の適用を受ける場合（グループ通算制度の適用を受けようと

する事業年度開始の時より前に申請書等を提出する場合を除きます。）には、グループ通算制度の適用

を受けようとする事業年度開始の時かつ申請時において通算親法人となる法人による完全支配関係

（法人税法第 64 条の９第１項に規定する政令で定める関係に限ります。以下同じです。）がある全て

の通算子法人となる法人を記載してください。この場合において、当該事業年度開始の時から申請時

までの間に、通算親法人となる法人との間に当該通算親法人となる法人による完全支配関係を有する

こととなった法人（通算子法人となる法人）があるときは、その通算子法人となる法人については、

申請書等（次葉）には記載せず、申請書等を提出した日以後遅滞なく「完全支配関係を有することと

なった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類（兼）

e-Tax による申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。 

 (2) 設立事業年度等の承認申請特例(法 64 の９⑦)  

   通算親法人となる法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度が次の事業年度（申請

特例年度）のいずれかに該当する場合には、それぞれ次に掲げる日までにこの申請書等を提出することがで

きます。 

この場合には、申請書等（初葉）の「４ 設立事業年度等の承認申請特例の適用を受ける旨の記載事項」

欄に必要事項を記載してください。 

イ 設立事業年度･･･････設立事業年度開始の日から１月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から２

月前の日とのいずれか早い日 

   ロ 設立事業年度の翌事業年度（当該設立事業年度が３月に満たない場合に限ります。）･･･････設立事業年

度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から２月前の日とのいずれか早い日   

   （注） 設立事業年度終了の時に法人税法施行令第 131 条の 13 第１項各号に掲げるもの（法人税法第 64

条の 11 第１項に規定する時価評価資産等）を有する通算親法人となる法人（時価評価が必要な法人

から除かれる法人を除きます。）は、上記ロの対象外とされています。 

 

２ 添付書類     

申請書等の提出に当たっては、次の書類を各３通添付してください。 

(1) 出資関係図（通算子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図） 

(2) グループ一覧（通算親法人となる法人及び全ての通算子法人となる法人等を記載した一覧表）  

(注) 申請書等（次葉）の裏面の記載要領(2)の「５ 添付書類の作成例」を参考にしてください。 

 

３ 各欄の記載要領             

(1) 通算親法人となる法人の法人名等は申請書等（初葉）に記載し、通算子法人となる法人の法人名等は当該

通算子法人となる法人ごとに申請書等（次葉）に記載してください。 

(2) 申請書等（初葉）の「主要株主等の状況」欄は、必要事項を記載した「付表１（通算親法人となる法人の

主要株主等の状況）」を申請書等（初葉）に添付し、申請書等（次葉）の「発行済株式等の状況」欄につい

ては、必要事項を記載した「付表２（発行済株式等の状況）」を申請書等（次葉）に添付してください。 

(3) 申請書等（初葉）の「１」欄及び申請書等（次葉）の「６」欄について、該当する事由が複数ある場合に

は、適宜の様式に「該当する事由」と「日付」を記載の上、別紙として添付してください。 

(4) 申請書等（初葉）の「３ 通算親法人となる法人の帳簿組織の状況」欄及び申請書等（次葉）の「９ 通

算子法人となる法人の帳簿組織の状況」欄には、備付け又は保存している帳簿書類が該当する□にレ印を付

してください。 

また、仕訳帳、総勘定元帳などの主な帳票について、「帳簿形態」欄には「帳簿記帳」若しくは「コンピ

ュータ利用」又は「電磁的記録等」等と記載し、「記帳時期」欄には「毎日」、「１週間ごと」又は「10 日ご

と」等と記載してください。 

(5) 申請書等（初葉）の「５ 添付書類」欄は、この申請書等に添付した書類の番号を○で囲んでください。 

(6) 「税理士署名」欄は、この申請書等を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名して

ください。 

(7) 「※」欄は、記載しないでください。 



４ 留意事項 

 (1) みなし承認 

    次の区分に応じてこの申請書を提出した場合において、それぞれ次の基準日までに承認又は却下の処分が

なかったときには、それぞれ次のみなし承認日において承認があったものとみなされます。 

 区分 基準日 みなし承認日 

① 原則 グループ通算制度の承認

を受けようとする事業年

度開始の日の前日 

グループ通算制度の承認

を受けようとする事業年

度開始の日 

② 設立事業年度等の申請の特例（③以外） 申請書を提出した日から

２月を経過する日 

同左 

③ 設立事業年度等の申請の特例のうち、通算親法

人となる法人の設立事業年度の翌事業年度を対

象とするもの（当該翌事業年度開始の日が基準

日より後である場合に限ります） 

申請書を提出した日から

２月を経過する日 

グループ通算制度の承認

を受けようとする事業年

度開始の日 

 (2) 次のイ～ヘのいずれかに該当する事実がある場合には、申請が却下されることがあります。 

   イ 通算予定法人（通算親法人となる法人及び通算子法人となる法人をいいます。以下同じです。）のいず

れかがその申請を行っていないこと。 

   ロ 申請法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。 

   ハ 所得金額又は欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。 

   ニ グループ通算制度の適用を受けようとする事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が法人

税法第126条第１項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法

律第４条第１項、第２項若しくは第３項前段、第５条各項若しくは第７条のいずれかに規定する財務省令

で定めるところに従って適正に行われることが見込まれないこと。 

   ホ 備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し又は記録していることその他

不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。        

   ヘ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。 

(3) 法人課税信託の名称の併記 

    法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関す

る法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法

人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 


